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エネコム設備への公共的施設の設置について (ご案内) 

 

1. はじめに 

株式会社エネコム(以下、当社)が所有する電柱は、当社事業の遂行に支障のない範囲

で、当社が定める利用条件に同意いただける場合に限り、防犯灯・道路反射鏡(カーブミ

ラー) ・標識等の公共的施設を設置いただくことができます。また、設置にあたっては所

定の手続きが必要になります。以下の内容についてご確認いただき、同意いただける場

合は、お申込み手続きをお願いします。 

 

2. 公共的施設の設置に関する主な許可条件 (抜粋) 

(1) 監督官庁の許可または届出が必要な施設については、その手続きがなされたもので

あること。 

(2) 道路法その他関係法令等による占用等の許可を得ていること、および私有地におい

ては地権者の承諾を得ていること。 

(3) 電気設備の技術基準、有線電気通信設備令、その他の関係法令および当社の定める 

基準により設置されたものであること。 

(4) 当社事業の遂行に支障がないと当社が認めること。 

(5) 当社が公共的施設と認めること。 

 

3. エネコム柱のご利用に関する契約書類 

(1) 公共的施設の設置に関する契約書類 

契約書等の締結はありません。所定の申込書のご提出と、当社から発行する回答

書をもってご利用いただけます。(利用不可回答時を除きます) 

 

(2) 公共的施設のための電力線に関する契約書類 

公共的施設のための電力線(防犯灯への電力引込線等)については、通常のエネコ

ム柱の利用として扱い、「添架契約書」および「添架の対象設備に関する覚書」を締

結させていただきます。別のご案内(通信ケーブル・電力線等の設置をご希望の方)を

参照ください。なお、申込書は電力線の所有者からご提出をお願いします。(公共的

施設の所有者からのご提出ではありません) 

 

4. 事務処理手順 

エネコム柱への公共的施設の設置に関する当社の事務処理手順は別紙のとおりとし

ます。 
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5. エネコム柱のご利用にかかる費用等 

(1) 年間利用料 

当社が認めた公共的施設については、無料でご利用いただけます。 

 

(2) 調査料金 

当社が認めた公共的施設については、調査料金は発生しません。 

 

(3) 改造工事費 

エネコム柱のご利用に伴い、利用設備の強度確保や他の設備との隔離確保等のた

めに改造工事が必要となる場合は、これら費用を全額ご負担いただきます。当社よ

り請求書を発行しますので、指定期日までに指定口座へお振込みください。お振込

みにかかる手数料等はご負担をお願いします。なお、改造工事は当社にて改造工事

費のお振込みが確認できた後に着手となります。 

 金額 備考 

改造工事費 お見積り 改造工事実施時のみご負担いただきます 

 

(4) 費用に関する特記事項 

 エネコム柱への公共的施設の設置および移設・撤去に伴う工事費等はご負担くだ

さい。 

 公共的施設のための電力線(防犯灯への電力引込線等)については、通常のエネコ

ム柱の利用として扱います。 「年間利用料(添架料金)」および「調査料金」をご負

担いただく場合がありますので、別のご案内(通信ケーブル・電力線等の設置をご

希望の方)を参照ください。 

 上記各種費用や価格体系は、物価変動等により改定することがあります。 

 

6. 電力線を必要とする公共的施設(防犯灯等)を設置される方へ【重要】 

エネコム柱の撤去が必要となった場合、公共的施設の撤去をお願いさせていただきま

す。電力線を必要とする公共的施設(防犯灯等)を設置されている場合は、当該施設のほ

か、電力線の撤去も必要となりますので、必ず公共的施設の所有者さまにて、電気契約

の廃止および電力線撤去の手続きをお願いします。当社から電気供給会社へ手続きする

ことはできません。 

 

 



 2026 年 4 月改定版  

 

7. エネコム柱のご利用に関するお問合せ先 

株式会社エネコム 

技術本部 線路設備部 線路運営チーム 

エネコム柱添架申請窓口 

E-mail : SS03963@enecom.co.jp 

〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目 5 番 7 号 GRANODE 広島 10F 



エネコム設備への 公共的施設の設置 事務処理手順 別紙

このフローに示す手順は「公共的施設」の設置について示しています。

防犯灯等、電力線が必要な施設を設置される方は、

電力線について、通信ケーブル・電力線等の設置フローに基づく手続きも併せて必要です。

電力線の所有者(電力会社等)より手続きをお願いします。

・ 「電柱等への公共的標識等取付け申込書 兼 回答書」は

PDF化のうえ電子メールでお送りください

(紙面による送付も可能です)

・ 送付先はご案内文書をご確認ください

・ 弊社が認めた公共的施設については

調査料は発生しません。

・ 利用の可否について回答させていただきます

(目安：書類不備等がない場合、1ヶ月以内)

承諾 ・ 設備管理上の都合等により

ご利用いただけない場合があります。

・ 公共的施設の設置に関しては契約手続きはありません。

弊社からの承諾回答をもってご利用いただけます。

・ 工事完了後は

「電柱等への公共的標識等取付け工事 完了届」により

速やかに工事完了をご報告ください。

合格 ・ 関係法令および弊社基準等不適合の場合、

添架設備改修指示書に基づき速やかな改修をお願いします

・ 弊社が認めた公共的施設については

年間利用料(添架料金)は発生しません。

不合格

不承諾

ご利用者さま (添架者さま) 弊社 (エネコム) 備考

エネコム柱

利用希望

申込書

作成・提出

申込書

受領・受付電子メール等

利用可否調査実施

回答書

作成・送付

回答書

受領 電子メール等

工事実施

完了届

作成・提出

完了届

受領電子メール等

完了検査

検査合格回答

作成・送付

検査合格回答

受領 電子メール等

添架設備改修指示書

受領 電子メール等

回答結果

終了

終了

添架設備改修指示書

作成・送付


